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広報あき  平成28年4月→　時刻表のお問い合わせは、総務課☎３５・１０00まで
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広報あき  平成28年4月 市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→



　４月から「缶・紙・布・ペットボトルの日」に、
新たに「雑がみ」の区分を設けます。

▽リサイクルできる雑がみの種類

▽雑がみの保管と出し方
　不要になった雑がみは、その都度分別し、つぶ
すか解体して、コンテナや紙袋などにためておき
ましょう。いっぱいになったら、ひもでくくるか、
飛ばないよう紙袋に入れるなどして、「缶・紙・
布・ペットボトルの日」に資源ごみとして出して
ください。

▽雑がみにならない紙
　・汚れた紙（使用済みティッシュ・クリームの
　　ついたケーキの箱など）
　・強いにおいのついた箱（洗剤・線香・入浴剤
　　の箱など）
　・防水加工がしてある紙（紙コップ・アイスの
　　紙カップなど）
　・写真、写真印刷用のプリント用紙
　・感熱紙、カーボン紙、油紙
　これらの紙は一般ごみとして出してください。

　市ではごみ処理量が増加傾向にあり、それに伴
い、ごみ処理経費も増えてきています。平成26年
度の安芸広域のごみ質調査結果では、一般ごみの
約36％が紙・布でした。
　雑がみの多くは、一般ごみに混じって出されて
います。ご家庭でよく使うティッシュペーパーの
空箱は、取り口のビニールを外すだけで資源に生
まれ変わります。雑がみが一般ごみに捨てられる

ことがなくなると、大幅に
ごみを減らすことができ、
処理経費も大きく削減でき
ます。リサイクルすること
で、資源の有効活用につな
がりますので、雑がみの分
別とリサイクルにご協力を
お願いします。

～わが街を わが手で守る～
安芸市を守る消防団
■問　消防本部総務係☎37・9102

　災害時の動員力、即時対応力が必要とされる消防
団の特性を発揮するには、地域の事情に精通した消
防団員が必要です。安芸市には、現在消防団本部と
各地域に10分団（江川・下山班含む）が組織され、約
250人の消防団員の方々が所属しています。消防団
員の方々は、それぞれの仕事を持ちながら、災害時
や訓練時に消防団活動に従事しています。
　消防団の活動は消火だけではありません。地域に
おける消防防災のリーダーとして、平常時・非常時
を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守
るという重要な役割を担っています。
　近年、消防団のポンプ車には、火災時における再
燃防止の役割を果たす「泡混合消火装置」が導入さ
れています。また、南海トラフ地震を見据え、倒壊
家屋等からの救助に必要な「車載型ウインチ、エン
ジンカッター、チェーンソー、手動式油圧救助器具」
などの救助資器材が配備され、災害時には、消防団
のより一層の活躍が期待されます。

◯消防団員の募集
　安芸市消防団では、消防団員を募集しています。
消防団は火災の消火をはじめ、水防活動、捜索活動、
年末の火災への警戒など、幅広い活動を行っていま
す。消防団員は職種や男女を問わず、さまざまな年
齢層の方々が地域に密着した活動を展開しています。
▽入団条件
①18歳以上の人
②心身ともに健康な人
③安芸市に居住している
　または勤務している人

住宅用火災警報器の取り付けは済みましたか？
　平成23年６月１日から全ての住宅で住宅用
火災警報器の設置が義務となりました。住宅用
火災警報器をまだ設置していない住宅は、早急
に設置するようにしましょう。すでに設置され
ている人は、定期的に点検しましょう。

■問　消防本部予防係☎37・9103

……………………………………………………………………………………………………………………………

老朽化した危険な住宅の解体にお困りではないですか？
■問・申込　危機管理課☎37・9101

　昨年に引き続き、老朽化した危険度の高い住宅の
除却費用を一部補助します。
　解体・除却にお困りの場合は、ぜひ一度ご相談く
ださい。

▽補助対象者
　以下の全てを満たすもの
・対象となる建物の所有者または相続人（市税など
　に滞納がないものに限る）
・高地県内における建設業者・解体業者により除却
　工事を行う者
▽補助対象経費
　補助事業の実施に要する費用もしくは、対象住宅
　の延べ床面積に22,000円/㎡を乗じて得た額のい
　ずれか少ない方の金額
▽補助金額
　補助対象経費に10分の8を乗じて得た額（補助上
　限金額100万円）

▽補助対象物件
　以下の全てを満たすもの
①安芸市内にある住宅（固定資産税上、居宅）
②周囲の住環境に悪影響を与え、放置されているもの
③木造の住宅
④危険度の判定の結果、基準を満たしたもの
＊市で定めた基準に基づき、職員が現地で判定を行
　います。
▽審査
・同時期で多数の申請があった場合には、当該補助
　金審査会で交付決定の優先順位、交付の可否を審
　査することがありますので、ご了承ください。
＊既に工事着手している場合は、この事業の対象と
　なりませんので、ご注意ください。
▽募集期間　４月４日（月）から順次受付
　　　　　  （予算の範囲内）

　補助内容や申込方法など、ご不明な点は危機管理
課までお問い合わせください。

……………………………………………………………………………………………………………………………

まぜればごみ 分ければ資源
雑がみのリサイクルはじめます！
■問　環境課☎35・1023

【補助金額について】
種　　　類

コンポスト容器
EM容器

電気式生ごみ処理機

＊100円未満は切り捨て

▲生ごみ処理の様子

▲コンポスト容器

補助金額
購入金額の3分の2以内

（上限8,000円）
購入金額の２分の１以内

（上限40,000円）

資源ごみ収集日一覧表

一般廃棄物最終処分場（安芸市リサイクルプラザ）は日曜日以外受け入れしています。
受け入れ時間　月～金曜日は8時30分～16時30分　　土曜日は8時30分～12時　13時～16時30分
■問　平日　環境課☎35・1023　　土・祝日　最終処分場☎34・1353

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・幸町・
宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木

本町１～５丁目・土居・僧津・伊尾木・下山

花園町・東浜・矢ノ丸１～４丁目・港町１～２丁目・
内原野・花・川北・江川・小松原

日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・津久茂町・
馬ノ丁・赤野・穴内

東川（八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・古井・
別役・入河内・奈比賀・長山）

畑山・尾川

中郷

毎週月曜（４日・11日・18日・25日）

缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・ダン
ボール・紙パック・雑がみ）・布・ペットボトル

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・体温計・
温度計・ライター

毎月第１・３水曜（６日・20日）

毎月第２・４水曜（13日・27日）

毎月第１・３水曜（６日・20日）

毎週火曜（５日・12日・19日・26日）

毎週木曜（７日・14日・21日・28日）

毎週金曜（１日・８日・15日・22日・29日）

毎週水曜日（６日・13日・20日・27日）

「缶・紙・布・ペットボトル」の日
4月の資源ごみ収集日

「ビン・有害ごみ」の日

毎月第３水曜（20日）

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

分類 具体的な例 注意すること
紙箱類 厚紙、お菓子・レトルト食品の外箱、

ティッシュペーパーの空箱、ビール
マルチパック（６缶入り）

取り口のビニールを
外してください

包装紙類 紙袋、包装紙、模造紙 セロテープ・シール
をはがしたり、持ち
手が紙製でない場合
は外してください

台紙類 Ｙシャツの台紙・下着や靴下の台紙、パッ
クのゼリーやプリン、ヨーグルトの台紙

その他 カレンダー、ノート、はがき、
パンフレット、プリント、古封筒

フィルム窓付き封筒
はフィルムをはずし
てください
個人情報に十分ご注
意ください
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　４月から「缶・紙・布・ペットボトルの日」に、
新たに「雑がみ」の区分を設けます。

▽リサイクルできる雑がみの種類

▽雑がみの保管と出し方
　不要になった雑がみは、その都度分別し、つぶ
すか解体して、コンテナや紙袋などにためておき
ましょう。いっぱいになったら、ひもでくくるか、
飛ばないよう紙袋に入れるなどして、「缶・紙・
布・ペットボトルの日」に資源ごみとして出して
ください。

▽雑がみにならない紙
　・汚れた紙（使用済みティッシュ・クリームの
　　ついたケーキの箱など）
　・強いにおいのついた箱（洗剤・線香・入浴剤
　　の箱など）
　・防水加工がしてある紙（紙コップ・アイスの
　　紙カップなど）
　・写真、写真印刷用のプリント用紙
　・感熱紙、カーボン紙、油紙
　これらの紙は一般ごみとして出してください。

　市ではごみ処理量が増加傾向にあり、それに伴
い、ごみ処理経費も増えてきています。平成26年
度の安芸広域のごみ質調査結果では、一般ごみの
約36％が紙・布でした。
　雑がみの多くは、一般ごみに混じって出されて
います。ご家庭でよく使うティッシュペーパーの
空箱は、取り口のビニールを外すだけで資源に生
まれ変わります。雑がみが一般ごみに捨てられる

ことがなくなると、大幅に
ごみを減らすことができ、
処理経費も大きく削減でき
ます。リサイクルすること
で、資源の有効活用につな
がりますので、雑がみの分
別とリサイクルにご協力を
お願いします。

～わが街を わが手で守る～
安芸市を守る消防団
■問　消防本部総務係☎37・9102

　災害時の動員力、即時対応力が必要とされる消防
団の特性を発揮するには、地域の事情に精通した消
防団員が必要です。安芸市には、現在消防団本部と
各地域に10分団（江川・下山班含む）が組織され、約
250人の消防団員の方々が所属しています。消防団
員の方々は、それぞれの仕事を持ちながら、災害時
や訓練時に消防団活動に従事しています。
　消防団の活動は消火だけではありません。地域に
おける消防防災のリーダーとして、平常時・非常時
を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守
るという重要な役割を担っています。
　近年、消防団のポンプ車には、火災時における再
燃防止の役割を果たす「泡混合消火装置」が導入さ
れています。また、南海トラフ地震を見据え、倒壊
家屋等からの救助に必要な「車載型ウインチ、エン
ジンカッター、チェーンソー、手動式油圧救助器具」
などの救助資器材が配備され、災害時には、消防団
のより一層の活躍が期待されます。

◯消防団員の募集
　安芸市消防団では、消防団員を募集しています。
消防団は火災の消火をはじめ、水防活動、捜索活動、
年末の火災への警戒など、幅広い活動を行っていま
す。消防団員は職種や男女を問わず、さまざまな年
齢層の方々が地域に密着した活動を展開しています。
▽入団条件
①18歳以上の人
②心身ともに健康な人
③安芸市に居住している
　または勤務している人

住宅用火災警報器の取り付けは済みましたか？
　平成23年６月１日から全ての住宅で住宅用
火災警報器の設置が義務となりました。住宅用
火災警報器をまだ設置していない住宅は、早急
に設置するようにしましょう。すでに設置され
ている人は、定期的に点検しましょう。

■問　消防本部予防係☎37・9103

……………………………………………………………………………………………………………………………

老朽化した危険な住宅の解体にお困りではないですか？
■問・申込　危機管理課☎37・9101

　昨年に引き続き、老朽化した危険度の高い住宅の
除却費用を一部補助します。
　解体・除却にお困りの場合は、ぜひ一度ご相談く
ださい。

▽補助対象者
　以下の全てを満たすもの
・対象となる建物の所有者または相続人（市税など
　に滞納がないものに限る）
・高地県内における建設業者・解体業者により除却
　工事を行う者
▽補助対象経費
　補助事業の実施に要する費用もしくは、対象住宅
　の延べ床面積に22,000円/㎡を乗じて得た額のい
　ずれか少ない方の金額
▽補助金額
　補助対象経費に10分の8を乗じて得た額（補助上
　限金額100万円）

▽補助対象物件
　以下の全てを満たすもの
①安芸市内にある住宅（固定資産税上、居宅）
②周囲の住環境に悪影響を与え、放置されているもの
③木造の住宅
④危険度の判定の結果、基準を満たしたもの
＊市で定めた基準に基づき、職員が現地で判定を行
　います。
▽審査
・同時期で多数の申請があった場合には、当該補助
　金審査会で交付決定の優先順位、交付の可否を審
　査することがありますので、ご了承ください。
＊既に工事着手している場合は、この事業の対象と
　なりませんので、ご注意ください。
▽募集期間　４月４日（月）から順次受付
　　　　　  （予算の範囲内）

　補助内容や申込方法など、ご不明な点は危機管理
課までお問い合わせください。

……………………………………………………………………………………………………………………………

まぜればごみ 分ければ資源
雑がみのリサイクルはじめます！
■問　環境課☎35・1023

【補助金額について】
種　　　類

コンポスト容器
EM容器

電気式生ごみ処理機

＊100円未満は切り捨て

▲生ごみ処理の様子

▲コンポスト容器

補助金額
購入金額の3分の2以内

（上限8,000円）
購入金額の２分の１以内

（上限40,000円）

資源ごみ収集日一覧表

一般廃棄物最終処分場（安芸市リサイクルプラザ）は日曜日以外受け入れしています。
受け入れ時間　月～金曜日は8時30分～16時30分　　土曜日は8時30分～12時　13時～16時30分
■問　平日　環境課☎35・1023　　土・祝日　最終処分場☎34・1353

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・幸町・
宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木

本町１～５丁目・土居・僧津・伊尾木・下山

花園町・東浜・矢ノ丸１～４丁目・港町１～２丁目・
内原野・花・川北・江川・小松原

日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・津久茂町・
馬ノ丁・赤野・穴内

東川（八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・古井・
別役・入河内・奈比賀・長山）

畑山・尾川

中郷

毎週月曜（４日・11日・18日・25日）

缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・ダン
ボール・紙パック・雑がみ）・布・ペットボトル

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・体温計・
温度計・ライター

毎月第１・３水曜（６日・20日）

毎月第２・４水曜（13日・27日）

毎月第１・３水曜（６日・20日）

毎週火曜（５日・12日・19日・26日）

毎週木曜（７日・14日・21日・28日）

毎週金曜（１日・８日・15日・22日・29日）

毎週水曜日（６日・13日・20日・27日）

「缶・紙・布・ペットボトル」の日
4月の資源ごみ収集日

「ビン・有害ごみ」の日

毎月第３水曜（20日）

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

分類 具体的な例 注意すること
紙箱類 厚紙、お菓子・レトルト食品の外箱、

ティッシュペーパーの空箱、ビール
マルチパック（６缶入り）

取り口のビニールを
外してください

包装紙類 紙袋、包装紙、模造紙 セロテープ・シール
をはがしたり、持ち
手が紙製でない場合
は外してください

台紙類 Ｙシャツの台紙・下着や靴下の台紙、パッ
クのゼリーやプリン、ヨーグルトの台紙

その他 カレンダー、ノート、はがき、
パンフレット、プリント、古封筒

フィルム窓付き封筒
はフィルムをはずし
てください
個人情報に十分ご注
意ください
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広報あき  平成28年4月 市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→
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広報あき  平成28年4月→　安芸市ホームページhttp://www.city.aki.kochi.jp/



9
広報あき  平成28年4月 「広報あき」はホームページでカラーでご覧いただけます　→



特定健診・がん検診
などについて

平成28年度の

10
広報あき  平成28年4月→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？

◯安芸市健康カレンダーをご確認ください
　『平成28年度安芸市健康カレンダー』を今月号の広
報に折り込んでいますので、内容をご確認ください。
がん検診や特定健診の予約健診など、申し込み制と
なっているものもありますので、お早めにお申し込
みください。

○平成28年４月からの変更点について
①子宮頸がん検診の自己負担額が変わります
　平成28年度より、子宮頸がん検診の検査方法が従
来の綿棒採取からより精度の高いブラシでの採取に
変わるため、自己負担額が800円になります。ただし、
70歳以上の人は従来どおり無料です。

②４月１日から後期高齢者健康診査の対象者が変わります
　後期高齢者医療被保険者のうち、生活習慣病（高
血圧、糖尿病など）で通院中の人も、健康診査が受
診できるようになります。
　生活習慣病で通院中の人で健康診査を受診される
人は、申し込みが必要ですので、健康ふれあいセン
ター「元気館」までご連絡ください。受診券をお送
りします。
　なお、平成27年度中に75歳になった人と、後期高
齢者医療被保険者の人（平成28年３月31日時点）で、
平成28年１月末時点で
生活習慣病で通院中で
ない人は申し込みをし
なくても受診券をお送
りします。

▪問・申込　健康ふれあいセンター「元気館」☎ 32・0300

　定期接種の対象者は毎年度異なるため、接種の機会を逃
さないように注意してください。接種を受ける前に申請が
必要です。申請手続きは元気館で行っています。申請の際
に問診票をお渡ししますので、医療機関へお持ちください。

▽対象者
①年度年齢に該当する人
　65歳（昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ）
　70歳（昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ）
　75歳（昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ）
　80歳（昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日生まれ）
　85歳（昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日生まれ）
　90歳（大正15年4月2日〜大正16年4月1日生まれ）
　95歳（大正10年4月2日〜大正11年4月1日生まれ）
　100歳（大正5年4月2日〜大正6年4月1日生まれ）

②�60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器の機能またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する人

▽接種対象期間
　４月１日〜平成29年３月31日
＊�すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人
は対象になりません。(自分の費用で受けた人も含む)

▽必要なもの
　印かん、身分証明書（運転免許証、健康保険証など）
▽接種費用
　自己負担2,000円
＊生活保護世帯の人は全額助成
　（証明書発行します）
▽接種医療機関
　�接種を委託している県内医療機関

定期予防接種「成人用肺炎球菌ワクチン」

平成28年度の

▪問　健康ふれあいセンター「元気館」☎ 32・0300

特定健診・がん検診
などについて

各健（検）診を
申し込んだ後は、

よく目につくカレンダー
などに記入し、受診日
を確認しましよう。



必ず受けよう！がん検診・特定健診

あなたと、家族のために
ぜひ受けましょう

１９歳～３９歳
（国保） 66歳～74歳

（国保）
41歳～65歳
（国保）

子宮頸がん検診

胸部検診
（肺がん検診）

前立腺がん検診

４０歳の人

1300円 600円

800円

600円 1000円

無料

無料

大腸がん検診

500円

胃がん検診
900円

肝炎ウイルス検診

乳がん健診
1000円

▪問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎ 32・0300

＊ 70 歳以上の人は、すべてのがん検診
　が無料です。
＊対象年齢など詳しい内容は安芸市
　健康カレンダーでご確認ください。

生活習慣病を
みつけるための
健診無料 700円

２7年度に
初めて受診した人
半額

項　　目 ところ 説明日時 回収日時

大腸がん検診
東川公民館　

5月10日（火）

9:00〜
10:00　

5月19日（木）
9:30集合

奈比賀公民館 13:00〜
14:00　 10:30集合

項　　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療
4月19日（火） 14:10〜15:00 畑山公民館

4月26日（火） 14:10〜15:00 東川公民館

健康相談 ４月12日（火） 10:00〜12:00 市民館別館

つくし会
（生活習慣病予防サークル）
＊運動教室。
　参加費100円。
　持ち物は室内シューズ、
　水分、タオル。

４月1日（金）

13:30〜15:00
健康ふれあい
センター
「元気館」

4月15日（金）

その他

項　目 ところ と　き 受付時間

胸部検診
特定健診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

東川公民館

5月10日（火）

9:00〜10:00　

胸部検診
特定健診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

奈比賀公民館 13:00〜14:00　

胸部検診
特定健診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

土居公民館 5月26日（木） 9:00〜11:00　
13:30〜15:00　

＊がん検診は予約制です。事前に「元気館」まで　お申し込みください。
各種検診・健康診査
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健康テレホンサービス

☎088・832・5266
4月の週間予定表

月 歯ブラシ以外の歯磨き道具

火 やめよう、一気飲み

水 意外に気付かないイボ

木 リウマチと間違えやすい手の変形

金 学校健診で異常と言われたら

土日 五月病という病名はあるのか
提供：高知保険医協会

4 月の休日在宅当番医

3日 宇都宮内科 ☎ 32・0500

10日 森澤病院 ☎ 34・1155

17日 芸西病院 ☎ 33・3833

24日 まつうら内科消化器科 ☎ 35・8127

29日 つつい脳神経外科 ☎ 34・0221
診療時間：９時〜 17時
県立あき総合病院（☎３４・３１１１）は救急に対応

協会けんぽ（社会保険）
加入の皆さんへ

　協会けんぽに加入している被扶養者も、市
が実施している集団健診（特定健診）を受診
することができます。
　受診するには協会けんぽが発行する「受診
券」が必要です。受診券をお持ちでない人は
受診券の発行申請が必要ですので、協会け
んぽ高知支部保健グループ（☎ 088・820・
6020）まで申請してください。なお、健診の
予約は事前に健康ふれあいセンター「元気館」

（☎ 32・0300）までご連絡をお願いします。



安芸保育所では
一時保育をしています
■問　安芸保育所☎35・2377

児童手当の手続きを
お忘れなく！
■問　福祉事務所子ども係☎35・1009

　家庭で子育てをしていて、急用や急病、介護などで保
育に困ったことはありませんか ?一時保育は、家庭で子
育てしている保護者の皆さんを応援する制度です。お気
軽にご利用ください。
▽ところ　　安芸保育所
▽対象児童　安芸市在住で満１歳～就学前までの児童
▽利用要件　保護者が仕事、職業訓練、就学、傷病、
　　　　　　災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭、育児
　　　　　　疲れの解消（リフレッシュ）などの場合
▽実施日時　平日８時 30分～ 16時 30分
＊午前・午後の半日保育もできます。
＊利用日数は１カ月 14日以内です。
▽利用料　１日　2,000 円　半日　1,000 円
▽申込方法
　初めて利用する人は、安芸保育所で児童と一緒に担当
　者と面接を行い、登録してください。
　＊平成 28年度は４月４日（金）から実施します。
　　（４月４日・５日は、お弁当持参）

▽出生・転入などにより安芸市へ申請する人
　児童手当は、原則、申請した月の翌月からの認定とな
ります。
　出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、申
請日が翌月になっても、異動日の翌日から 15 日以内で
あれば、申請月分から認定します。申請が遅れると、原
則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注
意ください。
▽申請に必要なもの
・印鑑
・受給者本人の健康保険被保険者証（児童の保険証では
　ありません）
・通帳など口座のわかるもの（受給者名義のものに限る）
・マイナンバーカード（受給者および配偶者のもの）

＊転出したとき、受給者が公務員になったとき、受給者
　が公務員でなくなったときも手続きが必要です。

　詳しくは、福祉事務所こども係までお問い合わせください。
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３～４カ月児健診
▽と　き　４月12日（火）12時〜
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成27年12月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

９～10カ月児健診
▽と　き　４月19日（火）12時〜
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成27年６月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

１歳６カ月児健診
▽と　き　４月12日（火）13時〜
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成26年７月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

３歳児健診
▽と　き　４月19日（火）13時〜
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成24年12月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

乳幼児健診 あきっ子あつまれ！
■問・申込　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300 ■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。■問　総務課☎35・1000

◎すくすく広場、歯ッピー・キッズランド
　（計測・栄養相談・歯科相談・交流）
▽と　き　４月27日（水）10時30分〜12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　乳幼児とその保護者、妊婦
▽持ち物　母子健康手帳、バスタオル・おむつ
＊歯ッピー・キッズランドは、

　10時30分〜11時30分受付です。

◎あきっ子広場（なかよし広場と同時開催）
　（ボランティアと一緒に遊ぼう！託児もあります）

▽と　き　４月22日（金）10時〜12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　おむつ、お茶やさ湯など
＊お子さんの安全のため、保険料100円をいただいて
　います。ご了承ください。



子育て information　
地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター
　　　（安芸保育所内）☎35・2377

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みなが
らも子育てしていることに共感したり、子育てが少しで
も楽しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子ど
も達の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

■問　市民課市民係 ☎35・1001
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●なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、元気館のホール
にて親子で楽しめる広場を開催しています。

『絵本の読み聞かせとおもちゃ作り』
　▽と　き　４月21日（木）10時〜12時
　▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
　▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室☎３５・２９２０

●保育室・園庭開放
　安芸保育所の保育室や園庭を開放しています。子ども同士、
保護者同士のふれあいの場としてご利用ください。
　▽と　き　�平日９時〜16時

●体験入園
　▽と　き　�４月12日（火）、14日（木）、19日（火）、
　　　　　　26日（火）、28日（木）　９時〜12時
　▽ところ　安芸保育所
　▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

●給食試食会
　�　５月から開始します。今年度の0歳児の離乳食は、６月・
９月・12月です。

　�　味付け、量などでお悩みの皆さん、ぜひご利用ください。
　　〜５月普通食〜
　▽と　き　５月17�日（火）
　▽申　込　５月12日（木）締切
　▽定　員　１〜５歳まで　10人
　▽食　費　300円

　市では、多子世帯を応援し、経済的負担の軽減をはか
るため、４月１日時点で１８歳未満の子どもが３人以上いる
世帯の第３子以降の子どもの保育料を無料化しています。

対象は、認可保育所、届出認可外保育所および幼稚園で
す。無料または補助を受けるには申請が必要です。詳し
くは、お問い合わせください。

●電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。
　面接相談の際は事前にご連絡ください。
　▽と　き　平日９時〜16時

【安　芸】

外京　純也・琴菜

山下　紀洋・和世

女

女

ひより

加
か

乃
の

２月６日

２月16日

２月生まれ

保　護　者 保　護　者性別 性別赤ちゃん 赤ちゃん誕生日 誕生日

子育て家庭を応援！　第３子以降は保育料が無料です
■問　福祉事務所こども係☎35・1009　学校教育課☎35・1021

【井ノ口】

小原　伸雄・優子 女 萌
も

菜
な

２月19日
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特定計量器の定期検査を行います
■問　高知県計量検定所☎088・845・7770　　商工観光水産課☎35・1011

知って得する国民年金　Ｑ＆Ａ
■問　市民課国保年金係☎35・1002

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

Ｑ. 海外に留学するようになりましたが手続きは
　　ありますか？
Ａ. 海外に転出するときは、国民年金をやめるか、
　　引き続き任意加入するかを市民課国保年金係
　　にお知らせください。

Ｑ. 将来、受け取る年金を増やしたいのですが、
　　なにかいい方法はありませんか？
Ａ. 第１号被保険者（および任意加入被保険者）
　　の人は、ご希望により申し込みできます。
　　月々の定額保険料に付加保険料（１カ月400
　　円）をプラスして納めると、老齢基礎年金
　　に上乗せして受け取ることができます。

Ｑ. 60歳まで加入しても年数不足で老齢基礎年金が
　　受けられません。なにか方法はありませんか？
Ａ. 任意加入制度があります。60歳になってから
　　市民課国保年金係で手続きしてください。

＊受給資格期間を満たしていても65歳までは、年
　金額を増やすための任意加入ができます。

＊昭和40年４月１日以前に生まれた人で65歳にな
　っても受給資格期間を満たせない人は、70歳に
　なるまでに受給権が確保できる場合は、特例任
　意加入できます。

　特定計量器（「取引」または「証明」に使用する計量
器）は、計量法で２年に１度、知事の実施する定期検
査を受検することが義務づけられています。
　今年は安芸市で検査が実施されますので、次の表を
ご覧のうえ、最寄りの会場で受検してください。すで
に計量士の検査を受検されている人は検査の必要はあ
りません。
　また、500kg 以上計量できるはかりの場合は、検査
会場での検査ができません。市商工観光水産課にご連
絡のうえ、所在場所検査申請を行ってください。
　計量器を使用していない場合や、ご不明な点のある
場合は、高知県計量検定所または市商工観光水産課ま
でお問い合わせください。

【定期検査日程】

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割
4月25日（月）

10：30～11：30 土佐あき農業協同組合東支所

4月26日（火）

13：00～14：00

13：00～14：00

東川公民館

4月27日（水）

10：30～11：30 赤野公民館

4月28日（木）
10：00～11：45
13：00～14：30

伊尾木公民館

5月2日（月）～
12月16日（金）

9：00～12：00
13：00～16：00 高知県計量検定所

健康ふれあいセンター「元気館」

と　き月　日 ところ

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

国民健康保険には一部負担金減免制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　災害や失業などの特別な理由により収入が著しく
減少し、資産などの活用を図ったにもかかわらず一
時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難と
なった世帯に対し、事前の申請により、病院の窓口
での自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。
▽対象となる世帯
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害に
　より死亡し、障がい者となり、または資産に重大
　な損害を受けたとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、
　不漁、その他これらに類する理由により収入が著
　しく減少したとき。
・事業または業務の休廃止、失業などにより収入が
　著しく減少したとき。
▽減免などの種類
・免除　医療機関の窓口での支払いはありません。
・減額　窓口支払い額の２～８割が減額されます。
・徴収猶予　医療機関の窓口で支払う額を、６カ月
　以内に市に支払っていただきます。
　（先に市が医療機関に一部負担金を支払います。）

黄色 紫色 緑色

▽減免などの基準
・免除、減額
①入院療養を受ける被保険者の属する世帯の者
②世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入
　月額が生活保護法による保護基準以下であり、か
　つ、預貯金が生活保護基準額の３カ月以下である
　世帯の者
＊震災、風水害などによる損害を受けたときは除く。
・徴収猶予
　減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確
　実に納付できるとき。
▽減免などの期間
・免除、減額
　１年につき３カ月以内
・徴収猶予
　１年につき３カ月以内の期間の一部負担金につい
　て、６カ月以内の期間に市に支払う。

＊申請に必要なものや詳細についてはお問い合わせ
　ください。

保険証のお知らせ
■問　市民課国保年金係☎35・1002

～国民健康保険被保険者の皆さんへ～

新しい保険証は届きましたか？ 
一般国保は黄色、退職者国保は紫色
　３月末に保険証を郵送しましたが、お手元に届
きましたか？記載内容に誤りがないかご確認のう
え、４月１日からは新しい保険証を使用してくだ
さい。
　期限切れの保険証はご自宅で破棄するようお願
いします。４月になっても新しい保険証が届かな
い場合は、市民課国保年金係までお問い合わせく
ださい。

～後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ～

現在の保険証は７月31日まで有効です
　現在お手元にある後期高齢者医療被保険者証（緑
色）の有効期限は、平成28年7月31日です。引き続
き、医療を受けるときは、現在の後期高齢者医療被
保険者証を提示してください｡
　8月から使用できる保険証は 7月中に郵送します。

＊計量器におもりや載せ台などがついている場合は、必ず一緒に
　お持ちください。なお、受検手数料が必要です。

保険料を納めた期間によって、受け取る年金額がどれだけ違うかご存知ですか？

任意加入する 任意加入しない

①加入中の事故などは障害基礎
　年金などの対象となります。
②加入中に納付した保険料は、
　将来受け取る老齢基礎年金額
　に反映されます。

①事故などにあっても障害基礎
　年金の対象にはなりません。
②合算対象期間（カラ期間）に
　なりますが、老齢基礎年金額
　には反映しません。

【例】

400円×10年（120月）＝48,000円

200円×10年（120月）＝24,000円（年額）
＊国民年金基金に加入している人は、利用できません。

付加保険料を10年間納めた場合

１年間に受け取る付加年金額

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります

【例】　60歳までに23年間納付済みで、受給資格期間25年に２年
　　　足りない場合

受給資格 年金額を増やす
期間を満たす

23年間 ２年間 ３年間
納付 任意加入 任意加入

60歳 65歳
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特定計量器の定期検査を行います
■問　高知県計量検定所☎088・845・7770　　商工観光水産課☎35・1011

知って得する国民年金　Ｑ＆Ａ
■問　市民課国保年金係☎35・1002

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

Ｑ. 海外に留学するようになりましたが手続きは
　　ありますか？
Ａ. 海外に転出するときは、国民年金をやめるか、
　　引き続き任意加入するかを市民課国保年金係
　　にお知らせください。

Ｑ. 将来、受け取る年金を増やしたいのですが、
　　なにかいい方法はありませんか？
Ａ. 第１号被保険者（および任意加入被保険者）
　　の人は、ご希望により申し込みできます。
　　月々の定額保険料に付加保険料（１カ月400
　　円）をプラスして納めると、老齢基礎年金
　　に上乗せして受け取ることができます。

Ｑ. 60歳まで加入しても年数不足で老齢基礎年金が
　　受けられません。なにか方法はありませんか？
Ａ. 任意加入制度があります。60歳になってから
　　市民課国保年金係で手続きしてください。

＊受給資格期間を満たしていても65歳までは、年
　金額を増やすための任意加入ができます。

＊昭和40年４月１日以前に生まれた人で65歳にな
　っても受給資格期間を満たせない人は、70歳に
　なるまでに受給権が確保できる場合は、特例任
　意加入できます。

　特定計量器（「取引」または「証明」に使用する計量
器）は、計量法で２年に１度、知事の実施する定期検
査を受検することが義務づけられています。
　今年は安芸市で検査が実施されますので、次の表を
ご覧のうえ、最寄りの会場で受検してください。すで
に計量士の検査を受検されている人は検査の必要はあ
りません。
　また、500kg 以上計量できるはかりの場合は、検査
会場での検査ができません。市商工観光水産課にご連
絡のうえ、所在場所検査申請を行ってください。
　計量器を使用していない場合や、ご不明な点のある
場合は、高知県計量検定所または市商工観光水産課ま
でお問い合わせください。

【定期検査日程】

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割
4月25日（月）

10：30～11：30 土佐あき農業協同組合東支所

4月26日（火）

13：00～14：00

13：00～14：00

東川公民館

4月27日（水）

10：30～11：30 赤野公民館

4月28日（木）
10：00～11：45
13：00～14：30

伊尾木公民館

5月2日（月）～
12月16日（金）

9：00～12：00
13：00～16：00 高知県計量検定所

健康ふれあいセンター「元気館」

と　き月　日 ところ

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

国民健康保険には一部負担金減免制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　災害や失業などの特別な理由により収入が著しく
減少し、資産などの活用を図ったにもかかわらず一
時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難と
なった世帯に対し、事前の申請により、病院の窓口
での自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。
▽対象となる世帯
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害に
　より死亡し、障がい者となり、または資産に重大
　な損害を受けたとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、
　不漁、その他これらに類する理由により収入が著
　しく減少したとき。
・事業または業務の休廃止、失業などにより収入が
　著しく減少したとき。
▽減免などの種類
・免除　医療機関の窓口での支払いはありません。
・減額　窓口支払い額の２～８割が減額されます。
・徴収猶予　医療機関の窓口で支払う額を、６カ月
　以内に市に支払っていただきます。
　（先に市が医療機関に一部負担金を支払います。）

黄色 紫色 緑色

▽減免などの基準
・免除、減額
①入院療養を受ける被保険者の属する世帯の者
②世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入
　月額が生活保護法による保護基準以下であり、か
　つ、預貯金が生活保護基準額の３カ月以下である
　世帯の者
＊震災、風水害などによる損害を受けたときは除く。
・徴収猶予
　減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確
　実に納付できるとき。
▽減免などの期間
・免除、減額
　１年につき３カ月以内
・徴収猶予
　１年につき３カ月以内の期間の一部負担金につい
　て、６カ月以内の期間に市に支払う。

＊申請に必要なものや詳細についてはお問い合わせ
　ください。

保険証のお知らせ
■問　市民課国保年金係☎35・1002

～国民健康保険被保険者の皆さんへ～

新しい保険証は届きましたか？ 
一般国保は黄色、退職者国保は紫色
　３月末に保険証を郵送しましたが、お手元に届
きましたか？記載内容に誤りがないかご確認のう
え、４月１日からは新しい保険証を使用してくだ
さい。
　期限切れの保険証はご自宅で破棄するようお願
いします。４月になっても新しい保険証が届かな
い場合は、市民課国保年金係までお問い合わせく
ださい。

～後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ～

現在の保険証は７月31日まで有効です
　現在お手元にある後期高齢者医療被保険者証（緑
色）の有効期限は、平成28年7月31日です。引き続
き、医療を受けるときは、現在の後期高齢者医療被
保険者証を提示してください｡
　8月から使用できる保険証は 7月中に郵送します。

＊計量器におもりや載せ台などがついている場合は、必ず一緒に
　お持ちください。なお、受検手数料が必要です。

保険料を納めた期間によって、受け取る年金額がどれだけ違うかご存知ですか？

任意加入する 任意加入しない

①加入中の事故などは障害基礎
　年金などの対象となります。
②加入中に納付した保険料は、
　将来受け取る老齢基礎年金額
　に反映されます。

①事故などにあっても障害基礎
　年金の対象にはなりません。
②合算対象期間（カラ期間）に
　なりますが、老齢基礎年金額
　には反映しません。

【例】

400円×10年（120月）＝48,000円

200円×10年（120月）＝24,000円（年額）
＊国民年金基金に加入している人は、利用できません。

付加保険料を10年間納めた場合

１年間に受け取る付加年金額

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります

【例】　60歳までに23年間納付済みで、受給資格期間25年に２年
　　　足りない場合

受給資格 年金額を増やす
期間を満たす

23年間 ２年間 ３年間
納付 任意加入 任意加入

60歳 65歳

15
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市営墓地の使用者募集 ■問・申込　財産管理課☎35・1013

納税における猶予制度について
■問　税務課収納係☎35・1007

健やかな生活を送るために
後期高齢者健康診査を受診しましょう
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　後期高齢者健康診査では、血液や尿検査などを
実施しており、皆さんの健康状況を知る良い機会
となっています。
　生活習慣病などが発見された場合は、早期に適
切な治療を受けることで、病気が重症化すること
を予防することができます。

○平成28年４月１日から対象者が変わります
　これまでは、健康診査の対象ではなかった生活
習慣病で通院中の人についても、自身の健康状態
を確認していただくために、健康診査を受けられ
るようになりました。
　生活習慣病で通院中の人で健康診査を受けられ
る人は、健康ふれあいセンター「元気館」（☎32
・0300）までお申し込みください。お申し込みし
て受診していただくと、来年度からは申し込みを
いただかなくても、受診券をお送りするようにな
ります。
　また、平成28年３月31日までに後期高齢者医療
制度の被保険者になった人のうち、健康診査の対
象となる人（生活習慣病で通院中の人以外）につ
いては、申し込みをいただかなくても、事前に受
診券をお送りします。

　ただし、平成28年４月１日以降に、新たに被保
険者になられた人は、受診券が送付されませんの
で、申し込みが必要となります。

　届いた受診券と、同封してある問診票、被保険
者証をお持ちになって、集団健診の会場や、お近
くの医療機関など（受診できる医療機関などは、
同封の一覧表をご覧下さい）にお越しいただくと、
健診を受けることができます。

▽健康診査の対象とならない人
・６カ月以上、継続して入院している人
・介護施設や障害者施設に入所している人
・事業主健診を受診している人　など

＊詳しくは、健康ふれあいセンター「元気館」
　までお問い合わせ下さい。

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

▲伊尾木墓地公園位置図 ▲西浜墓地位置図

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

○猶予制度とは？
　納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的
確な納税の履行を確保するため、申請による換価
の猶予制度が創設されました。納税者が納期限ま
でに納付できない何らかの原因や事情がある場合
の徴収緩和措置制度で、「徴収の猶予」と「換価の
猶予」があります。

○徴収の猶予
　市税を一時に納付できない場合の猶予制度です。
税金は納期限までに納めなければなりませんが、
納税者に次のような事情があり、市税を一時に納
付することができないときは、申請に基づいて審
査を行い、認められた場合は合理的かつ妥当なも
のに分割して支払うことができます。猶予期間は
１年以内です。
▽徴収猶予に該当する場合
①震災、風水害、火災その他の災害を受け、また
　は盗難にあったとき
②生計を一にする親族が病気にかかり、または負
　傷したとき
③事業を廃止し、または休止したとき
④事業につき著しい損失を受けたとき
⑤上記①～④に該当する事実に類する事実があっ
　たとき

○換価の猶予
　差押えされた納税者に一定の事
由（＊）があると認められる場合、
納期限から６カ月以内に申請され
たものに対し、差押後の財産の換
価を猶予することができる制度です。猶予期間は
１年以内です。
（＊）換価猶予に該当する場合
　税金を納期限までに納付できない場合に、その
税金を納付することについて誠実な意思を有する
と認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続
または生活の維持を困難にすると認められたとき。
　ただし、当該申請に係る市税のほかに、市税の
滞納がある場合（市税に係る納税の不履行も含む）
は、適用しません。

○各猶予制度の共通事項
・担保を要する場合
 　猶予する税額が100万円以上で３カ月以上の猶
　予の場合は担保が必要となります。
・制度の運用開始
 　平成28年４月１日

　申請手続については、税務課収納係までお問い
合わせください。

　返還のあった市営墓地の使用者を募集します。
▽募集墓地
【伊尾木墓地公園】
・1区画　9.0 ㎡（3ｍ×3ｍ）
・永代使用料　63万円（１㎡当たり 7万円）
・維持管理費　5万円　（10年分）
【西浜墓地】
・1区画　7.74 ㎡（3.60ｍ×2.15ｍ）
・永代使用料　77,400 円（１当たり 1万円）
＊維持管理費はかかりません。
▽応募資格（いずれかに該当する人）
・安芸市に継続して 1年以上住民登録し
　ている世帯主または世帯主に準ずる人
・安芸市に本籍を有する人
▽応募できる区画数
　1人（1世帯）につき 1区画に限ります。
▽募集期間　　4月 1日（金）～4月 28日（木）
▽使用期間　　使用許可の日から永久

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

■問　税務課資産税係☎35・1006

　縦覧制度とは、固定資産税納税者が所有する土
地または家屋の評価額が適正であるかを客観的に
判断するために、類似する他の資産と比較するこ
とができる制度です。
▽確認できる内容
・土地　所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋　所在、家屋の種類、構造、床面積、建築
　年、評価額など
＊納税通知書の課税明細書に載っている資産のみ
　が対象です！
▽確認できる人
　市内で課税されている固定資産税（土地・家屋）
　の納税者

▽必要なもの
・平成28年度の固定資産税納税通知書
・本人確認のできるもの（運転免許証、保険証など）
＊代理人の場合は、委任状が必要
▽期間
　4月1日（金）～5月2日（月）8時30分～17時15分
　（土・日・祝日を除く）
▽ところ
　市役所税務課（西庁舎１階）

＊土地の利用方法を変えたり、新築・増築・取り壊し
　をした人はご連絡ください！

■問　税務課市民税係☎35・1005

　身体や知的、精神の障がいがある人のために使
用する車で、次の要件を満たす場合は、納期限の
７日前（４月25日）までの申請により、軽自動車
税の減免を受けることができます。
＊減免は、軽自動車税と自動車税を併用して受け
　ることはできません。
▽対象となる車両
・障がい者が所有し、自らが運転する車
・障がい者（18歳未満の身体障がい者などと生計
　を同じくする人を含む）が所有し、生計を同じ
　くする人が、障がい者の通院、通学のために運
　転する車

・障がい者のみの世帯の人が所有し、常時介護する
　人が障がい者の通院、通学のために運転する車
＊障がいの程度などによる制限があります。
▽申請に必要なもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または
　精神障害者保健福祉手帳
・運転者の運転免許証
・平成28年度軽自動車税納税通知書
・印鑑
▽受付期限　4月25日（月）
＊受付期限を過ぎてからの申請、納付後の申請は認
　められませんのでご注意ください。

固定資産税縦覧制度のご案内

軽自動車税の減免があります

軽自動車税納税通知書を送付します
■問　税務課市民税係☎35・1005

　4月上旬に、平成28年4月1日時点で軽自動車な
どの登録のある人に「平成28年度軽自動車税納税
通知書」を発送します。標識番号（ナンバー）が
記載されていますのでご確認のうえ、納付してく
ださい。
　口座振替の登録をしている人は、ハガキで通知
しますので登録口座の残高確認をしてください。

　また、来年度からの口座振替をご希望の人は、同
封している「安芸市口座振替依頼書」に必要事項を
ご記入のうえ投函してください。

＊永代使用料・維持管理費とも、市外に住民登録が
　ある人は５割増となります。
＊永代使用料・維持管理費は使用許可前に一括納付
　が必要です。なお、納付していただいた永代使用
　料などはお返しできません。
＊応募者多数の場合は抽選となります。抽選は 5月 
　15 日（日）13時からの予定です。

高知県立農業大学校の学費補助制度
■問　農林課農政係☎35・1016

国民年金には学生納付特例制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　この制度は、所得がない学生が将来、年金を受
け取れなくなることや、不慮の事故などにより障
害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け
取れなくなることなどを防止するため、ご本人の
申請により保険料の納付が猶予される制度です。
▽対象者と所得の目安
　・学校教育法で規定されている修業年限が１年
　　以上の課程に在学している人
　・本人の前年所得（１月～３月までに申請され
　　る場合は前々年所得）が次の計算式で計算し
　　た額以下の人
　　118万円＋扶養親族等の数×38万円
▽承認期間
　４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
▽申請
　 毎年申請が必要です。
＊学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ
　学校に在学する人には、３月下旬に年金事務所
　からハガキの申請書が送付されますので、必要
　事項を記入して返送してください。
＊添付書類は不要です。
＊学校が変わった場合は、あらためて市民課国保
　年金係で申請手続きが必要です。

▽手続きに必要なもの
　・年金手帳
　・学生証（コピー可）または在学証明書
　・認印
＊会社などを退職して学生になった人は、このほ
　かに、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離
　職票などの写しが必要です。
＊代理人による申請の場合は、代理人の免許証な
　ど本人確認ができるものが必要です。

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように
違います

　本市では、新たな技術や経営感覚に優れた新規就
農者確保・育成のため、対象者に補助金を交付します。

▽対象者
　次の条件をすべて満たす人
　・本市での就農を希望し、農業を生業にしようと
　　いう強い意志があること
　・64歳以下であること
　・原則として、卒業後、本市で居住し就農すること
　・青年就農給付金（準備型）の給付を受けないこと
＊卒業後にやむを得ない事由がなく、本市で居住、
　就農しないなど補助金の交付要件を欠く場合、補
　助金は返還となります。

区分 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

▽補助対象経費
　・高知県立農業大学校授業料
　・高知県立農業担い手育成センター
　　「窪川アグリ体験塾」の就農希望者長期研修に
　　係る研修料
▽補助率
　２分の１以内
▽補助対象期間
　高知県立農業大学校および窪川アグリ体験塾に
　おける正規の修学期間
▽申請締切
　４月28日（木）
＊年度ごとの申請および在学を証明する書類などが必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります

広報あき  平成28年4月
16

→　ご自由にご覧ください。　■問　女性の家☎３４・３５１４
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市営墓地の使用者募集 ■問・申込　財産管理課☎35・1013

納税における猶予制度について
■問　税務課収納係☎35・1007

健やかな生活を送るために
後期高齢者健康診査を受診しましょう
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　後期高齢者健康診査では、血液や尿検査などを
実施しており、皆さんの健康状況を知る良い機会
となっています。
　生活習慣病などが発見された場合は、早期に適
切な治療を受けることで、病気が重症化すること
を予防することができます。

○平成28年４月１日から対象者が変わります
　これまでは、健康診査の対象ではなかった生活
習慣病で通院中の人についても、自身の健康状態
を確認していただくために、健康診査を受けられ
るようになりました。
　生活習慣病で通院中の人で健康診査を受けられ
る人は、健康ふれあいセンター「元気館」（☎32
・0300）までお申し込みください。お申し込みし
て受診していただくと、来年度からは申し込みを
いただかなくても、受診券をお送りするようにな
ります。
　また、平成28年３月31日までに後期高齢者医療
制度の被保険者になった人のうち、健康診査の対
象となる人（生活習慣病で通院中の人以外）につ
いては、申し込みをいただかなくても、事前に受
診券をお送りします。

　ただし、平成28年４月１日以降に、新たに被保
険者になられた人は、受診券が送付されませんの
で、申し込みが必要となります。

　届いた受診券と、同封してある問診票、被保険
者証をお持ちになって、集団健診の会場や、お近
くの医療機関など（受診できる医療機関などは、
同封の一覧表をご覧下さい）にお越しいただくと、
健診を受けることができます。

▽健康診査の対象とならない人
・６カ月以上、継続して入院している人
・介護施設や障害者施設に入所している人
・事業主健診を受診している人　など

＊詳しくは、健康ふれあいセンター「元気館」
　までお問い合わせ下さい。

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

▲伊尾木墓地公園位置図 ▲西浜墓地位置図

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

○猶予制度とは？
　納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的
確な納税の履行を確保するため、申請による換価
の猶予制度が創設されました。納税者が納期限ま
でに納付できない何らかの原因や事情がある場合
の徴収緩和措置制度で、「徴収の猶予」と「換価の
猶予」があります。

○徴収の猶予
　市税を一時に納付できない場合の猶予制度です。
税金は納期限までに納めなければなりませんが、
納税者に次のような事情があり、市税を一時に納
付することができないときは、申請に基づいて審
査を行い、認められた場合は合理的かつ妥当なも
のに分割して支払うことができます。猶予期間は
１年以内です。
▽徴収猶予に該当する場合
①震災、風水害、火災その他の災害を受け、また
　は盗難にあったとき
②生計を一にする親族が病気にかかり、または負
　傷したとき
③事業を廃止し、または休止したとき
④事業につき著しい損失を受けたとき
⑤上記①～④に該当する事実に類する事実があっ
　たとき

○換価の猶予
　差押えされた納税者に一定の事
由（＊）があると認められる場合、
納期限から６カ月以内に申請され
たものに対し、差押後の財産の換
価を猶予することができる制度です。猶予期間は
１年以内です。
（＊）換価猶予に該当する場合
　税金を納期限までに納付できない場合に、その
税金を納付することについて誠実な意思を有する
と認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続
または生活の維持を困難にすると認められたとき。
　ただし、当該申請に係る市税のほかに、市税の
滞納がある場合（市税に係る納税の不履行も含む）
は、適用しません。

○各猶予制度の共通事項
・担保を要する場合
 　猶予する税額が100万円以上で３カ月以上の猶
　予の場合は担保が必要となります。
・制度の運用開始
 　平成28年４月１日

　申請手続については、税務課収納係までお問い
合わせください。

　返還のあった市営墓地の使用者を募集します。
▽募集墓地
【伊尾木墓地公園】
・1区画　9.0 ㎡（3ｍ×3ｍ）
・永代使用料　63万円（１㎡当たり 7万円）
・維持管理費　5万円　（10年分）
【西浜墓地】
・1区画　7.74 ㎡（3.60ｍ×2.15ｍ）
・永代使用料　77,400 円（１当たり 1万円）
＊維持管理費はかかりません。
▽応募資格（いずれかに該当する人）
・安芸市に継続して 1年以上住民登録し
　ている世帯主または世帯主に準ずる人
・安芸市に本籍を有する人
▽応募できる区画数
　1人（1世帯）につき 1区画に限ります。
▽募集期間　　4月 1日（金）～4月 28日（木）
▽使用期間　　使用許可の日から永久

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

■問　税務課資産税係☎35・1006

　縦覧制度とは、固定資産税納税者が所有する土
地または家屋の評価額が適正であるかを客観的に
判断するために、類似する他の資産と比較するこ
とができる制度です。
▽確認できる内容
・土地　所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋　所在、家屋の種類、構造、床面積、建築
　年、評価額など
＊納税通知書の課税明細書に載っている資産のみ
　が対象です！
▽確認できる人
　市内で課税されている固定資産税（土地・家屋）
　の納税者

▽必要なもの
・平成28年度の固定資産税納税通知書
・本人確認のできるもの（運転免許証、保険証など）
＊代理人の場合は、委任状が必要
▽期間
　4月1日（金）～5月2日（月）8時30分～17時15分
　（土・日・祝日を除く）
▽ところ
　市役所税務課（西庁舎１階）

＊土地の利用方法を変えたり、新築・増築・取り壊し
　をした人はご連絡ください！

■問　税務課市民税係☎35・1005

　身体や知的、精神の障がいがある人のために使
用する車で、次の要件を満たす場合は、納期限の
７日前（４月25日）までの申請により、軽自動車
税の減免を受けることができます。
＊減免は、軽自動車税と自動車税を併用して受け
　ることはできません。
▽対象となる車両
・障がい者が所有し、自らが運転する車
・障がい者（18歳未満の身体障がい者などと生計
　を同じくする人を含む）が所有し、生計を同じ
　くする人が、障がい者の通院、通学のために運
　転する車

・障がい者のみの世帯の人が所有し、常時介護する
　人が障がい者の通院、通学のために運転する車
＊障がいの程度などによる制限があります。
▽申請に必要なもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または
　精神障害者保健福祉手帳
・運転者の運転免許証
・平成28年度軽自動車税納税通知書
・印鑑
▽受付期限　4月25日（月）
＊受付期限を過ぎてからの申請、納付後の申請は認
　められませんのでご注意ください。

固定資産税縦覧制度のご案内

軽自動車税の減免があります

軽自動車税納税通知書を送付します
■問　税務課市民税係☎35・1005

　4月上旬に、平成28年4月1日時点で軽自動車な
どの登録のある人に「平成28年度軽自動車税納税
通知書」を発送します。標識番号（ナンバー）が
記載されていますのでご確認のうえ、納付してく
ださい。
　口座振替の登録をしている人は、ハガキで通知
しますので登録口座の残高確認をしてください。

　また、来年度からの口座振替をご希望の人は、同
封している「安芸市口座振替依頼書」に必要事項を
ご記入のうえ投函してください。

＊永代使用料・維持管理費とも、市外に住民登録が
　ある人は５割増となります。
＊永代使用料・維持管理費は使用許可前に一括納付
　が必要です。なお、納付していただいた永代使用
　料などはお返しできません。
＊応募者多数の場合は抽選となります。抽選は 5月 
　15 日（日）13時からの予定です。

高知県立農業大学校の学費補助制度
■問　農林課農政係☎35・1016

国民年金には学生納付特例制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　この制度は、所得がない学生が将来、年金を受
け取れなくなることや、不慮の事故などにより障
害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け
取れなくなることなどを防止するため、ご本人の
申請により保険料の納付が猶予される制度です。
▽対象者と所得の目安
　・学校教育法で規定されている修業年限が１年
　　以上の課程に在学している人
　・本人の前年所得（１月～３月までに申請され
　　る場合は前々年所得）が次の計算式で計算し
　　た額以下の人
　　118万円＋扶養親族等の数×38万円
▽承認期間
　４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
▽申請
　 毎年申請が必要です。
＊学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ
　学校に在学する人には、３月下旬に年金事務所
　からハガキの申請書が送付されますので、必要
　事項を記入して返送してください。
＊添付書類は不要です。
＊学校が変わった場合は、あらためて市民課国保
　年金係で申請手続きが必要です。

▽手続きに必要なもの
　・年金手帳
　・学生証（コピー可）または在学証明書
　・認印
＊会社などを退職して学生になった人は、このほ
　かに、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離
　職票などの写しが必要です。
＊代理人による申請の場合は、代理人の免許証な
　ど本人確認ができるものが必要です。

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように
違います

　本市では、新たな技術や経営感覚に優れた新規就
農者確保・育成のため、対象者に補助金を交付します。

▽対象者
　次の条件をすべて満たす人
　・本市での就農を希望し、農業を生業にしようと
　　いう強い意志があること
　・64歳以下であること
　・原則として、卒業後、本市で居住し就農すること
　・青年就農給付金（準備型）の給付を受けないこと
＊卒業後にやむを得ない事由がなく、本市で居住、
　就農しないなど補助金の交付要件を欠く場合、補
　助金は返還となります。

区分 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

▽補助対象経費
　・高知県立農業大学校授業料
　・高知県立農業担い手育成センター
　　「窪川アグリ体験塾」の就農希望者長期研修に
　　係る研修料
▽補助率
　２分の１以内
▽補助対象期間
　高知県立農業大学校および窪川アグリ体験塾に
　おける正規の修学期間
▽申請締切
　４月28日（木）
＊年度ごとの申請および在学を証明する書類などが必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります
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平成28年度農業研修生および受入農家の募集
■問　農林課農政係☎35・1016

行政不服審査制度が見直されます
■問　総務課総務係☎35・1000

　行政不服審査は、国や地方公共団体などの行政
庁の「行政処分」に関し、住民がその見直しを求
めて、不服を申し立てることができる制度です。
　制度の公正性や使いやすさの向上などの観点か
ら、行政不服審査法が改正され、４月から新しい
不服申立制度が始まります。
○行政処分とは
　具体的には、公の施設の使用許可など（申請に
対する処分）や、許可の取消し、過料の賦課など
（不利益処分）がこれに当ります。

▽公正性の向上
①審理では、処分に関与しない職員（審理員）が両
　者の主張を公正に審理し、裁決案を作成します。
②裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者か
　ら成る第三者機関（行政不服審査会）がチェッ
　クします。
▽使いやすさの向上
①不服申立てすることができる期間を、60日から
　３カ月に延長します。
②証拠書類の閲覧および謄写を可能としたほか、
　口頭意見陳述において質問権が付与されます。

　市では、新規就農者確保・育成のため、研修事業
などにより、市内の農業者のもとで栽培技術や経営
管理の研修を行い、就農を目指す人への支援を行っ
ています。平成 28年度農業研修生および受入農家
を募集しています。

【農業研修生】
▽対象者　　15歳以上 65歳未満
▽研修期間　１年以上２年以内・１カ月の研修日数
　　　　　　20日以上
▽助成内容　年間最大 180 万円
▽応募締切　５月 31日（平成 28年夏研修）
＊研修終了後 1年以内の就農および研修期間の 1.5
　倍（最低２年）継続就農すること

■問　特定非営利活動法人　要約筆記高知・やまもも☎088・842・2519

　聴覚障がい者に文字で情報を伝える要約筆記者の養
成講座です。手書きとパソコンの２つのコースがあり、
全28回の受講者を募集します。
＊パソコンコースを受講される人はパソコンをご持参
　ください。（応相談）

▽対象者
　講座終了後、高知県要約筆記者認定試験を受験し、
試験合格後に要約筆記者として継続して活動できる
18歳以上の人
▽と　き　５月14日（土）～12月３日（土）
　　　　　毎週土曜日９時30分～12時30分
　　　　　全28回（予定）

▽ところ　高知市障害者福祉センター
▽受講料　無料
＊別途テキスト代など3,400円程度が必要です。
▽申込期限　５月７日（土）
▽申込方法　住所、氏名、電話番号を記載のうえ、
　　　　　　電話またはＦＡＸ、電子メールで
　　　　　　お申し込みください。

▽申込先　特定非営利活動法人  要約筆記高知・やまもも
　　　　　☎・FAX 088・842・2519
　　　　　　 hikkihirota@mf.pikara.ne.jp

■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

▽補助対象者
①JA土佐あき柚子部の部会員
②①を除く個人・法人の生産者
＊ゆずを生業として出荷販売していない場合は対象外

▽主な補助用件
・安芸市内の樹園地へのゆずの新植、改植または補植
　であること
・補助事業完了後５年以上、営農（ゆず栽培）の継続
　が見込まれること
・市税の滞納がないこと
・国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度の対
　象とならないこと

▽補助金額
　ゆず苗木の購入実費相当額の10／10以内
　上限：10万円／10アール

▽注意事項
・定植予定日（着手・完了）の属する年度の補助金と
　なります。必ず定植前
　に交付決定を受けてく
　ださい。
・補助金額をゆず苗木の
　購入実費で算定。見積
　り、納品書、請求書ま
　たは領収書が必要です。

要約筆記者養成講座が開催されます

～安芸市ゆず振興対策事業のお知らせ～
ゆずの新植・改植・補植に対して補助します

平成28年度鳥獣被害防除対策事業
■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

　シカやイノシシなどの有害鳥獣による農林作物
への被害の減少を図るため、防除ネットなどの設
置に要する資材費への補助を行います。
▽補助対象
　防除ネットなどの設置にかかる資材購入費
＊平成28年度より補助対象となる資材が一部追加、
　変更されました。防除ネットなどの種類･規格な
　どについてはご相談ください。

▽募集期限　４月８日（金）
＊予算の範囲内で実施しますので、要望量に添えな
　いことがあります。ご了承ください。
＊受付後に費用の見積もり・位置図・写真などを提
　出していただきます。実施時期などについては、
　お問い合わせください。

【受入農家】
▽対象者　高知県指導農業士・営農経験 5年以上
　の先進農家など
▽助成内容　年間最大 60万円
＊研修生と受入農家は、血族および姻族の 3親等
　以内に該当しないこと 

　その他、補助要件および審査がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

◯賃貸借可能な農地、園芸用ハウスを探しています
　新規就農を目指している人の就農地確保のため、
経営規模の縮小や離農により賃貸借などが可能な
農地・園芸用ハウスの情報があればご連絡ください。
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平成28年度農業研修生および受入農家の募集
■問　農林課農政係☎35・1016

行政不服審査制度が見直されます
■問　総務課総務係☎35・1000

　行政不服審査は、国や地方公共団体などの行政
庁の「行政処分」に関し、住民がその見直しを求
めて、不服を申し立てることができる制度です。
　制度の公正性や使いやすさの向上などの観点か
ら、行政不服審査法が改正され、４月から新しい
不服申立制度が始まります。
○行政処分とは
　具体的には、公の施設の使用許可など（申請に
対する処分）や、許可の取消し、過料の賦課など
（不利益処分）がこれに当ります。

▽公正性の向上
①審理では、処分に関与しない職員（審理員）が両
　者の主張を公正に審理し、裁決案を作成します。
②裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者か
　ら成る第三者機関（行政不服審査会）がチェッ
　クします。
▽使いやすさの向上
①不服申立てすることができる期間を、60日から
　３カ月に延長します。
②証拠書類の閲覧および謄写を可能としたほか、
　口頭意見陳述において質問権が付与されます。

　市では、新規就農者確保・育成のため、研修事業
などにより、市内の農業者のもとで栽培技術や経営
管理の研修を行い、就農を目指す人への支援を行っ
ています。平成 28年度農業研修生および受入農家
を募集しています。

【農業研修生】
▽対象者　　15歳以上 65歳未満
▽研修期間　１年以上２年以内・１カ月の研修日数
　　　　　　20日以上
▽助成内容　年間最大 180 万円
▽応募締切　５月 31日（平成 28年夏研修）
＊研修終了後 1年以内の就農および研修期間の 1.5
　倍（最低２年）継続就農すること

■問　特定非営利活動法人　要約筆記高知・やまもも☎088・842・2519

　聴覚障がい者に文字で情報を伝える要約筆記者の養
成講座です。手書きとパソコンの２つのコースがあり、
全28回の受講者を募集します。
＊パソコンコースを受講される人はパソコンをご持参
　ください。（応相談）

▽対象者
　講座終了後、高知県要約筆記者認定試験を受験し、
試験合格後に要約筆記者として継続して活動できる
18歳以上の人
▽と　き　５月14日（土）～12月３日（土）
　　　　　毎週土曜日９時30分～12時30分
　　　　　全28回（予定）

▽ところ　高知市障害者福祉センター
▽受講料　無料
＊別途テキスト代など3,400円程度が必要です。
▽申込期限　５月７日（土）
▽申込方法　住所、氏名、電話番号を記載のうえ、
　　　　　　電話またはＦＡＸ、電子メールで
　　　　　　お申し込みください。

▽申込先　特定非営利活動法人  要約筆記高知・やまもも
　　　　　☎・FAX 088・842・2519
　　　　　　 hikkihirota@mf.pikara.ne.jp

■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

▽補助対象者
①JA土佐あき柚子部の部会員
②①を除く個人・法人の生産者
＊ゆずを生業として出荷販売していない場合は対象外

▽主な補助用件
・安芸市内の樹園地へのゆずの新植、改植または補植
　であること
・補助事業完了後５年以上、営農（ゆず栽培）の継続
　が見込まれること
・市税の滞納がないこと
・国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度の対
　象とならないこと

▽補助金額
　ゆず苗木の購入実費相当額の10／10以内
　上限：10万円／10アール

▽注意事項
・定植予定日（着手・完了）の属する年度の補助金と
　なります。必ず定植前
　に交付決定を受けてく
　ださい。
・補助金額をゆず苗木の
　購入実費で算定。見積
　り、納品書、請求書ま
　たは領収書が必要です。

要約筆記者養成講座が開催されます

～安芸市ゆず振興対策事業のお知らせ～
ゆずの新植・改植・補植に対して補助します

平成28年度鳥獣被害防除対策事業
■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

　シカやイノシシなどの有害鳥獣による農林作物
への被害の減少を図るため、防除ネットなどの設
置に要する資材費への補助を行います。
▽補助対象
　防除ネットなどの設置にかかる資材購入費
＊平成28年度より補助対象となる資材が一部追加、
　変更されました。防除ネットなどの種類･規格な
　どについてはご相談ください。

▽募集期限　４月８日（金）
＊予算の範囲内で実施しますので、要望量に添えな
　いことがあります。ご了承ください。
＊受付後に費用の見積もり・位置図・写真などを提
　出していただきます。実施時期などについては、
　お問い合わせください。

【受入農家】
▽対象者　高知県指導農業士・営農経験 5年以上
　の先進農家など
▽助成内容　年間最大 60万円
＊研修生と受入農家は、血族および姻族の 3親等
　以内に該当しないこと 

　その他、補助要件および審査がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

◯賃貸借可能な農地、園芸用ハウスを探しています
　新規就農を目指している人の就農地確保のため、
経営規模の縮小や離農により賃貸借などが可能な
農地・園芸用ハウスの情報があればご連絡ください。
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浄化槽設置の補助金受付について
■問　環境課☎35・1023

生ごみ処理機の活用でごみの減量化を!
■問　環境課☎35・1023

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

▲ＥＭ容器▲コンポスト容器 ▲電気式生ごみ処理機

▲西浜墓地位置図

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった

合併処理浄化槽の設
置により単独処理浄
化槽を撤去した場合
は、上限90,000円を
加算する。

５人槽

６～７人槽

８～10人槽

加算額補助金額

332,000円

414,000円

548,000円

人槽区分

コンポスト容器
ＥＭ容器

電気式生ごみ処理機

＊100円未満は切り捨て

補助金額

購入金額の３分の２以内
（上限8,000円）

購入金額の２分の１以内
（上限40,000円）

種　　類

住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

　市ではご家庭から出る生ごみの減量化を図るた
め、ご家庭で使用される生ごみ処理容器や電気式
生ごみ処理機を購入した人に補助を行っています。
補助制度をより利用しやすくするために、平成26
年度から補助率や上限額をアップしています。こ
の制度をぜひご活用いただき、生ごみの減量化に
ご協力をお願いします。
◯生ごみ処理機の種類

◯生ごみ処理機などの活用で多くのメリット
①日々清潔なキッチンで快適な生活が実現します。
②ごみ袋が軽くなって、ごみ出しが楽になります。
③生ごみからできた有機質肥料で野菜が育ちます。
④指定ごみ袋の購入量を減らすことができます。
⑤市のごみ処理に係る経費の削減につながります。
▽対象者
・市内に住所が有り、居住している人
・市内に生ごみ処理機、生ごみ処理容器を設置す
　る人
・市税および国民健康保険税の滞納がない人

・過去５年以内にこの補助金交付を受けていない
　世帯の人
▽対象機器および数量
・生ごみ処理容器（コンポスト容器、EM容器）
　１世帯あたり２基
・電気式生ごみ処理機
　１世帯あたり１基
▽補助金額

▽申請期間　購入後３カ月以内
▽申請に必要なもの
・市税および国民健康保険税に滞納がない証明書
・印鑑
・領収書
・保証書（生ごみ処理容器は不要）
・製品カタログ（生ごみ処理容器は不要）
・振込先の金融機関、支店、口座番号を控えてきて
　ください。
＊詳しくは環境課までお問い合わせください。

　快適な生活ときれいな水を河川などに帰し、美し
い自然を守るため、浄化槽の設置者に補助を行って
います。
▽補助対象者
　公共下水道事業・農業集落排水事業区域以外の区
域に、平成 28年度中に浄化槽を設置する人
▽補助金額

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

平成28年度鳥獣被害防除対策事業
■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

　シカやイノシシなどの有害鳥獣による農林作物
への被害の減少を図るため、防除ネットなどの設
置に要する資材費への補助を行います。
▽補助対象
　防除ネットなどの設置にかかる資材購入費
＊平成28年度より補助対象となる資材が一部追加、
　変更されました。防除ネットなどの種類･規格な
　どについてはご相談ください。

▽募集期限　４月８日（金）
＊予算の範囲内で実施しますので、要望量に添えな
　いことがあります。ご了承ください。
＊受付後に費用の見積もり・位置図・写真などを提
　出していただきます。実施時期などについては、
　お問い合わせください。

▽申請期間
　４月１日（金）～先着順
＊予算枠に達し次第終了となります。
▽申請方法
　申請に必要な書類などは、市ホームページをご覧
いただくか、環境課にてお受け取りください。また、
補助の要件なども記載してありますので併せてご確
認ください。
＊補助金の交付決定については、書類審査・現地調
査のうえ、補助金交付決定者に通知します。
▽注意事項
　今年度の補助金交付決定は早くても５月上旬の予
定です。補助金交付決定前に着工した場合は、補助
金交付の対象となりませんのでご注意ください。

耐震対策を進めましょう！
■問・申込　危機管理課☎37・9101

　市では、「南海地震への揺れ」対策のため、次
のような補助制度を設けています。津波から逃げ
るためにも、まずは揺れから命を守ることが重要
です。
　「自分の命は自分で守る」ために、ぜひ次の制度
をご活用ください！

【木造耐震診断を支援】
▽補助内容　耐震診断手数料の全額補助（無料化）
▽対象住宅　昭和56年5月31日以前に着工された
　　　　　　２階建て以下の木造住宅
＊プレハブ、丸太組工法の住宅は対象外（その他
　条件有）
▽募集戸数　予算の範囲内

【耐震設計・工事を支援】
▽補助内容　
・耐震改修設計に対して最高30万円の補助
・耐震改修工事に対して最高90万円の補助

▽対象住宅
・耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた住宅
・耐震工事の場合、平成29年１月31日（火）ま
　でに工事が完了できるもの（その他条件有）
▽募集戸数　15戸

【ブロック塀撤去・改修を支援】
▽補助内容　
　ブロック塀の撤去・改修に対して最高20万円の
　補助
▽対象物件
・避難路沿いの道路面から高さが1.2ｍを超えるコ
　ンクリート塀
・平成29年１月31日（火）までに工事が完了でき
　るもの
＊事前に現地調査をさせていただきます。
　（その他条件有）
▽募集戸数　20件

　各制度、４月４日（月）から順次受け付けてい
ます。補助内容や申込方法など、ご不明な点は危
機管理課までお問い合わせください。

住宅用太陽光発電システム設置費を補助します
■問・申込　環境課☎35・1023

　地球温暖化防止対策の一環として、太陽光発電
を設置する人に費用の一部を補助します。

▽補助対象者（主な要件）
・自らが居住する安芸市内の住宅（併用住宅）に
　新たに設置または増設する人
・平成28年４月１日以降に契約した人（ただし、
　工事の着手は補助金交付決定後となります。）
・平成29年３月31日までにすべての手続き（工
　事・申請など）を完了できる人　ほか
▽補助対象のシステム（主な要件）
①住宅の屋根などへの設置に適した低圧配電線と
　逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出
　力が10kw未満のもの
②未使用品のもの（中古品およびリース品、既に
　設置済のものは対象外）　ほか

▽補助金額
　１kwあたり３万円（上限は４kw12万円）
＊先着約25件（予算の範囲内での交付となります）
▽申請期間
　４月15日（金）から先着順に受け付けします。
▽申請方法
　申請に必要な書類などは、市ホームページをご
　覧いただくか、環境課にてお受け取りください。
　また、補助の要件なども記載してありますので
　併せてご確認ください。
▽注意事項
　既に設置している場合や、補助金交付決定前の
　事前着工は対象となりませんのでご注意くださ
　い。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります
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浄化槽設置の補助金受付について
■問　環境課☎35・1023

生ごみ処理機の活用でごみの減量化を!
■問　環境課☎35・1023

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

▲ＥＭ容器▲コンポスト容器 ▲電気式生ごみ処理機

▲西浜墓地位置図

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった

合併処理浄化槽の設
置により単独処理浄
化槽を撤去した場合
は、上限90,000円を
加算する。

５人槽

６～７人槽

８～10人槽

加算額補助金額

332,000円

414,000円

548,000円

人槽区分

コンポスト容器
ＥＭ容器

電気式生ごみ処理機

＊100円未満は切り捨て

補助金額

購入金額の３分の２以内
（上限8,000円）

購入金額の２分の１以内
（上限40,000円）

種　　類

住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

　市ではご家庭から出る生ごみの減量化を図るた
め、ご家庭で使用される生ごみ処理容器や電気式
生ごみ処理機を購入した人に補助を行っています。
補助制度をより利用しやすくするために、平成26
年度から補助率や上限額をアップしています。こ
の制度をぜひご活用いただき、生ごみの減量化に
ご協力をお願いします。
◯生ごみ処理機の種類

◯生ごみ処理機などの活用で多くのメリット
①日々清潔なキッチンで快適な生活が実現します。
②ごみ袋が軽くなって、ごみ出しが楽になります。
③生ごみからできた有機質肥料で野菜が育ちます。
④指定ごみ袋の購入量を減らすことができます。
⑤市のごみ処理に係る経費の削減につながります。
▽対象者
・市内に住所が有り、居住している人
・市内に生ごみ処理機、生ごみ処理容器を設置す
　る人
・市税および国民健康保険税の滞納がない人

・過去５年以内にこの補助金交付を受けていない
　世帯の人
▽対象機器および数量
・生ごみ処理容器（コンポスト容器、EM容器）
　１世帯あたり２基
・電気式生ごみ処理機
　１世帯あたり１基
▽補助金額

▽申請期間　購入後３カ月以内
▽申請に必要なもの
・市税および国民健康保険税に滞納がない証明書
・印鑑
・領収書
・保証書（生ごみ処理容器は不要）
・製品カタログ（生ごみ処理容器は不要）
・振込先の金融機関、支店、口座番号を控えてきて
　ください。
＊詳しくは環境課までお問い合わせください。

　快適な生活ときれいな水を河川などに帰し、美し
い自然を守るため、浄化槽の設置者に補助を行って
います。
▽補助対象者
　公共下水道事業・農業集落排水事業区域以外の区
域に、平成 28年度中に浄化槽を設置する人
▽補助金額

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

平成28年度鳥獣被害防除対策事業
■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

　シカやイノシシなどの有害鳥獣による農林作物
への被害の減少を図るため、防除ネットなどの設
置に要する資材費への補助を行います。
▽補助対象
　防除ネットなどの設置にかかる資材購入費
＊平成28年度より補助対象となる資材が一部追加、
　変更されました。防除ネットなどの種類･規格な
　どについてはご相談ください。

▽募集期限　４月８日（金）
＊予算の範囲内で実施しますので、要望量に添えな
　いことがあります。ご了承ください。
＊受付後に費用の見積もり・位置図・写真などを提
　出していただきます。実施時期などについては、
　お問い合わせください。

▽申請期間
　４月１日（金）～先着順
＊予算枠に達し次第終了となります。
▽申請方法
　申請に必要な書類などは、市ホームページをご覧
いただくか、環境課にてお受け取りください。また、
補助の要件なども記載してありますので併せてご確
認ください。
＊補助金の交付決定については、書類審査・現地調
査のうえ、補助金交付決定者に通知します。
▽注意事項
　今年度の補助金交付決定は早くても５月上旬の予
定です。補助金交付決定前に着工した場合は、補助
金交付の対象となりませんのでご注意ください。

耐震対策を進めましょう！
■問・申込　危機管理課☎37・9101

　市では、「南海地震への揺れ」対策のため、次
のような補助制度を設けています。津波から逃げ
るためにも、まずは揺れから命を守ることが重要
です。
　「自分の命は自分で守る」ために、ぜひ次の制度
をご活用ください！

【木造耐震診断を支援】
▽補助内容　耐震診断手数料の全額補助（無料化）
▽対象住宅　昭和56年5月31日以前に着工された
　　　　　　２階建て以下の木造住宅
＊プレハブ、丸太組工法の住宅は対象外（その他
　条件有）
▽募集戸数　予算の範囲内

【耐震設計・工事を支援】
▽補助内容　
・耐震改修設計に対して最高30万円の補助
・耐震改修工事に対して最高90万円の補助

▽対象住宅
・耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた住宅
・耐震工事の場合、平成29年１月31日（火）ま
　でに工事が完了できるもの（その他条件有）
▽募集戸数　15戸

【ブロック塀撤去・改修を支援】
▽補助内容　
　ブロック塀の撤去・改修に対して最高20万円の
　補助
▽対象物件
・避難路沿いの道路面から高さが1.2ｍを超えるコ
　ンクリート塀
・平成29年１月31日（火）までに工事が完了でき
　るもの
＊事前に現地調査をさせていただきます。
　（その他条件有）
▽募集戸数　20件

　各制度、４月４日（月）から順次受け付けてい
ます。補助内容や申込方法など、ご不明な点は危
機管理課までお問い合わせください。

住宅用太陽光発電システム設置費を補助します
■問・申込　環境課☎35・1023

　地球温暖化防止対策の一環として、太陽光発電
を設置する人に費用の一部を補助します。

▽補助対象者（主な要件）
・自らが居住する安芸市内の住宅（併用住宅）に
　新たに設置または増設する人
・平成28年４月１日以降に契約した人（ただし、
　工事の着手は補助金交付決定後となります。）
・平成29年３月31日までにすべての手続き（工
　事・申請など）を完了できる人　ほか
▽補助対象のシステム（主な要件）
①住宅の屋根などへの設置に適した低圧配電線と
　逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出
　力が10kw未満のもの
②未使用品のもの（中古品およびリース品、既に
　設置済のものは対象外）　ほか

▽補助金額
　１kwあたり３万円（上限は４kw12万円）
＊先着約25件（予算の範囲内での交付となります）
▽申請期間
　４月15日（金）から先着順に受け付けします。
▽申請方法
　申請に必要な書類などは、市ホームページをご
　覧いただくか、環境課にてお受け取りください。
　また、補助の要件なども記載してありますので
　併せてご確認ください。
▽注意事項
　既に設置している場合や、補助金交付決定前の
　事前着工は対象となりませんのでご注意くださ
　い。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります
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15
日
（
金
）

＊�

４
月
10
日
（
日
）
は
「
交
通
事

故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」

▽�

基
本
事
項　

子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止　

・�

歌
謡
吟
詠　

茶
月
会
代
表　

和

田
幸
利

・�

新
舞
踊　

宮
地
流
伸
竹
会
代
表

　

坂
本
繁
子
、
若
冨
士
会

・�

日
舞　

ふ
じ
和
流
ふ
じ
和
会
代

表　

竹
村
美
和

・�

歌　

カ
ラ
オ
ケ
の
お
店
ば
ら
、

菜
の
花
、
ロ
マ
ン
、
蘭
小
屋
、

カ
ラ
オ
ケ
林
檎
、
丸
山
会
、
茶

月
会
、
芸
西
・
赤
野
カ
ラ
オ
ケ

会
、
香
南
歌
謡
ク
ラ
ブ
、
理
容

い
く
、
栄
産
業
、
高
知
歌
謡
塾

＊�

お
客
さ
ま
の
ご
好
意
の
収
益
は
、

生
涯
学
習
課
に
寄
付
し
ま
す
。

■�

問　

安
芸
市
民
歌
・
踊
り
連
合

会
代
表　

谷
岡
潔　

☎
０
９
０�

・
５
２
７
０
・
６
０
９
９

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に 

つ
い
て
の
勉
強
会

　

１
月
か
ら
始
ま
っ
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
に
つ
い
て
、
勉
強
会
を

開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▽�
と　

き　

４
月
14
日
（
木
）
13

時
30
分
～
14
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

土
居
公
民
館
和
室

■�

問　

土
居
公
民
館　

☎
32
・
０

３
１
９
（
午
前
中
の
み
）

 

い
っ
ぽ
い
っ
ぽ

　

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
持

つ
親
の
集
ま
り
で
す
。
家
族
が
子

ど
も
の
障
害
や
特
性
を
理
解
す
る

と
、
子
育
て
が
す
ご
く
楽
に
な
り

曜
日　

４
月
は
８
日
・
22
日　

10
時
～
15
時
（
祝
祭
日
の
場
合

は
休
み
）

▽�

と
こ
ろ　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
１
階　

相
談
室

▽
対
象
者　

安
芸
市
在
住
の
人

■�

問　

☎
０
８
０
・
３
１
６
７
・

２
９
１
８
（
第
２
・
第
４
金
曜

日
以
外
の
８
時
30
分
～
17
時
15

分
は
福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し

係
で
対
応
し
ま
す
）

  

水
道
指
定
給
水
装
置 

工
事
事
業
者
の
指
定

　

指
定
事
項
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
指
定
事
業
者
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
指
定
事
業
者
に
つ
い
て
の
お

問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽�

指
定
事
項
に
変
更
の
あ
っ
た
事

業
者

・�

名
称　

株
式
会
社
ヨ
シ
ナ
ガ
設
備

・
代
表
者
氏
名　

岡
林
義
長

・
変
更
事
項　

社
名
の
変
更

　
（
旧
）
ヨ
シ
ナ
ガ
設
備

　
（
新
）
株
式
会
社
ヨ
シ
ナ
ガ
設
備

■
問　

上
下
水
道
課

　

☎
35
・
６
８
７
５

  

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

清
浄
苑
の
生
産
堆
肥
の 

予
約
受
付
に
つ
い
て

　

市
の
汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

清
浄
苑
で
生
産
し
て
い
る
堆
肥
の

予
約
受
付
を
４
月
1
日
（
金
）
か
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■�

問　

生
涯
学
習
課

　

☎
35
・
１
０
２
０

  

平
成
29
年
度
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
対
策
事
業
の
募
集

　

土
居
廓
中
地
区
の
歴
史
的
景
観

の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、
同

地
区
内
で
建
造
物
（
家
屋
・
納
屋
・

塀
な
ど
）
の
新
築
や
修
理
を
計
画

さ
れ
て
い
る
人
を
対
象
に
、
平
成

29
年
度
安
芸
市
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
対
策
事
業
の
募
集
を
行
い
ま

す
。
希
望
者
は
資
料
館
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▽�

募
集
期
間　

４
月
１
日
（
金
）

～
５
月
13
日
（
金
）

▽�

事
業
内
容　

採
択
さ
れ
た
場
合

は
、
修
理･

修
景
に
係
る
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
問　

歴
史
民
俗
資
料
館

　

☎
３
４
・
３
７
０
６

  

淡
彩
画
サ
ー
ク
ル 

サ
ー
ク
ル
員
募
集
！

　

風
景
、
静
物
、
花
な
ど
気
軽
な

気
持
ち
で
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

興
味
の
あ
る
人
、
絵
の
好
き
な
人
、

い
つ
で
も
見
学
に
き
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と　

き　

第
２
水
曜
日　

19
時

～
21
時

▽
と
こ
ろ　

女
性
の
家「
図
書
室
」

▽�

会　

費　

１
カ
月
１
，０
０
０
円

▽
講　

師　

長
澤
正
宏
先
生

■
問　

女
性
の
家

　

☎
34
・
３
５
１
４

ら
開
始
し
ま
す
。
配
付
希
望
者
は

環
境
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

＊�
一
世
帯
が
１
年
間
に
予
約
の
出

来
る
袋
数
の
合
計
は
、
20
袋

（
15
㎏
入
り
）
ま
で
で
す
。

＊�

堆
肥
の
配
付
が
出
来
な
い
予
約

数
に
な
っ
た
と
き
は
、
予
約
の

受
付
を
終
了
し
ま
す
。

■
問　

環
境
課

　

☎
35
・
１
０
２
３

 

戦
没
者
遺
族
相
談
員

　

戦
没
者
遺
族
相
談
員
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

▽
相
談
員　

岡
林
輝
男
さ
ん

▽
分
担
地
区　

安
芸
市
・
芸
西
村

▽�

委
託
期
間　

平
成
29
年
９
月
30

日
ま
で

■
問　

市
民
課
市
民
係

　

☎
35
・
１
０
０
１

募
　
集

  

第
47
回
安
芸
市
早
起
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
出
場
チ
ー
ム
募
集

▽�

申
込
期
間　

４
月
１
日
（
金
）

～
４
月
14
日
（
木
）
17
時
必
着

▽
参
加
料　

７
，
０
０
０
円

▽�

開
会
式　

５
月
６
日
（
金
）
６

時
30
分
～　

安
芸
ド
ー
ム
（
予

定
）

▽�

競
技
開
始　

５
月
７
日
（
土
）

（
予
定
）

～少年少女スポーツクラブ部員募集～
安芸市などには、次のような少年少女スポーツクラブがあります。各クラブでは、平成28年度部員を募集しています。
入部を希望する人は、お気軽にお問い合わせください。

クラブ名 対象 練習場所・時間

安芸市体育館
月・火・木・金
17:30～20:30
（土 9:30～12:30）

横山美紀
☎070・5683・7456
丸岡楯彦
☎34・3165

山本諭
☎35・8800（自）
☎35・8005（勤）
☎090・8690・0452（携帯）

幼児（年長）
小学生

（６年生まで）

小学生

小学生

小学生

小学生

小中学生

安芸ヤング
タイガース
（野球）

処理場グラウンド
火～木 16:00～18:00
土・日 9:00～12:00

安芸市体育館
火・木・土
18:30～21:00

秋山真樹
☎35・2680（自）
☎34・1111（勤）

土居河川敷Ｇ・ＮＫＫグラウンド
水・木 18:00～19:30
土・日 9:00～12:00
安芸市武道館
月・水・金
18:00～21:00
芸西村憩ヶ丘体育館
火・金
19:00～20:30

安芸少年
サッカ－
クラブ

安芸体操
クラブ

安芸卓球
クラブ

小・中・高生
一般

小松寛
☎34・0691（自）

名木栄作
☎090・2892・8809

野老山貴
☎090・6146・8820

安芸
少年剣振会

風の庵
（剣道）

お問い合わせ先 クラブ名 対象 練習場所・時間

安芸第一小学校西体育館
水 18:00～19:30
土 18:00～19:30
日 18:00～19:30
安芸市体育館
金 18:00～20:00

川北小学校体育館
月・火 17:30～19:00
土・日 9:00～12:00
安芸警察署武道場
水・木 17:30～19:10

藤堂克二
☎35・4230（自）小学生

３歳以上

小中学生

安芸ジュニア
バレーボール

クラブ

市立安芸中学校プール
月・水・金
17:00～18:30
＊6～9月の期間のみ

安芸市武道館
土 18:00～20:00

安芸
スイミング
クラブ

岡林正恭
☎090・3789・6606

内川慶子
☎090・7570・4808

小松浩文
☎090・4971・1186

龍正会館
（空手）

常心門
（空手）

お問い合わせ先

有料広告



犬の登録と狂犬病集合予防注射
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

　平成28年度、犬の登録と狂犬病の集合予防注射
を下記の日程で行います。
　生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、生
涯一度の登録と毎年の予防注射が義務付けられて
います。忘れずに受けてください。
▽料金　登録手数料3,000円
　　　　注射料3,100円（新規登録犬は合計6,100円）
＊つり銭がいらないように、お願いします。
＊犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首
　輪につけてください。

【犬の登録と狂犬病予防注射】
ところ月　日

第１回
４月15日（金）
（庄司先生）

赤野公民館

市民館別館（旧厚生会館）
市体育館
健康ふれあいセンター「元気館」

黒鳥公民館
穴内公民館

9:15～9:50

13:20～13:35
13:55～14:25
14:45～15:25

11:10～11:30
10:15～10:45

＊道路状況により、予定時間が多少変更になる場合がありますのでご了承ください。
＊第３回、４回は５月号広報、第５回は９月号広報でお知らせします。

時　間 ところ月　日

第２回
４月22日（金）
（清岡先生）

旧ＪＡ下山支所

内原野公園下駐車場
土居公民館
井ノ口公民館

川北公民館
伊尾木公民館

9:15～9:40

13:20～13:35
13:50～14:30
14:45～15:15

10:45～11:30
10:05～10:30

時　間

　飼い犬が死亡したときや犬の所在地が変わった
とき、飼い主の住所が変わったときなどは、その
都度必ず健康ふれあいセンター「元気館」へ届け
出をしてください。
　登録は健康ふれあいセンター「元気館」および
市内動物病院で随時行っています。狂犬病予防注
射については、動物病院で個別にも行っています。
（その際の料金は異なる場合があるので、各病院に
お問い合わせください。）

………………………………………………………………………………………………………………………………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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安芸市民図書館☎35・5638

●朝日新聞社・朝井リョウ　著

「18きっぷ」
（朝日新聞出版）

　４月になりました。４月は始まりの季節
でもあります。今月紹介する本は、自分が
夢みて描く未来にこれから旅立とうとし
ている18歳の若者たちへのインタビュー
付き写真集です。
　彼らが旅立ちを前に何を思い、どんな
夢を胸に秘めているのか、ぜひ確かめて
ください。

図書館へ行こう！
新刊の一押し 4 月の

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
×印は休館日　○印はおはなし会
【開館時間】
　平日→９時30分～19時まで
　土日→９時30分～17時まで
【童（わらし）っ子】
絵本の読み聞かせなどを行います。
▽とき　4月2日（土）14時～
【ぱんだぱんだ】
赤ちゃんのための絵本や紙芝居の
読み聞かせ、からだ遊びを行います。
▽と　き　4月14日（木）10時30分～

▲絵本を読んでいるようす

＝4月の新刊案内＝
[児童書]▽あらいゆきこ「まんじゅうじいさん」▽内田麟太郎「ちゃいま
す　ちゃいます」▽ひろかわさえこ「あと、いくつ？」▽のぶみ「にっぽ
んしょうがっこう」▽カーリ・ビッセルス「がれきのなかの小鳥」ほか
[一般書]▽ダニエル・Ｅ・リーバーマン「人体600万年史」（上・下）▽
横田増生「仁義なき宅配」▽平山瑞穂「バタフライ」▽輪渡颯介「影憑
き」▽畠中恵「明治・金色キタン」ほか

休
館
日

→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課☎３５・１０００

【お知らせ】
・�インターネットから本の予約が可能になりました。利用するには、利用者カードの利
用者番号とパスワード登録が必要です。
　�利用者カードをお持ちの場合は、図書館でパスワードの登録をしてください。利用者
カードをお持ちでない場合は、図書館で利用者登録を行いカードの交付を受ける際、
併せてパスワードの登録をしてください。
＊�本人確認のため、運転免許証、保険証などをお持ちください。利用者カードの発行
手数料は無料です。

2月21日
講談社おはなし隊がやってきた！



この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。2  月 市 長 の 活 動
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年金相談
▽と　き　４月７日（木）10時〜14時30分
　　　　　（12時から13時まで昼休み）　
▽ところ　総合社会福祉センター　２階　中会議室
■問　南国年金事務所☎０８８・８６４・１１１１

行政相談
▽と　き　４月20日（水）10時〜15時
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　総務課☎３５・１０００

人権相談
▽と　き　４月７日（木）10時〜15時
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　法務局安芸支局☎３５・２２７２

法律相談
▽と　き　４月11日（月）　13時30分〜15時30分
▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所
　　　　　（商工会議所２階）
＊相談無料　１人30分で予約制
＊借金などでお困りの人については、随時無料で受け付け
　しています。
＊法テラスの制度も使えます。
■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎３５・８２００

相 談

種 別
1　月　分 累　　　計

安芸市 芸西村 計 安芸市 芸西村 計

火
　
災

建 物 1 0 1 1 1 2
林 野 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0

計 1 0 1 1 1 2

救
　
急

急 病 43 14 57 116 27 143
交 通 事 故 4 0 4 5 1 6
一 般 負 傷 12 1 13 22 4 26
転 院 22 6 28 46 12 58
そ の 他 2 0 2 6 0 6

計 83 21 104 195 44 239

安 芸 市・芸 西 村 火 災 救 急 出 動 状 況

人 口 統 計

人口　　18,218人
（前月比：20人減）
　　　男　8,651人
（　〃　：��5人減）
　　　女　9,567人
（　〃　：15人減）
世帯数　　　8,530

安芸町
伊尾木
川北
東川
土居
井ノ口
畑山
穴内
赤野

7,035人�
1,658人�
3,034人�
291人�

1,984人�
2,053人�
208人�
770人�

1,185人
【28年2月末日現在】
（外国人含む）

（地区別人口）

安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→

2
月
1
日
㈪

　

庁
議

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
春
季
キ
ャ
ン
プ
歓

迎
セ
レ
モ
ニ
ー

　

�

南
国
土
佐
観
光
び
ら
き
２
０
１
６
に

出
席
（
高
知
市
）

2
月
2
日
㈫

　

�

特
別
交
付
税
要
望
活
動
、
恩
地
春
洋

書
展
を
訪
問
（
東
京
）

2
月
3
日
㈬

　

特
別
交
付
税
要
望
活
動
（
東
京
）

2
月
4
日
㈭

　

社
会
福
祉
法
人
香
南
会
と
の
懇
談

　

平
成
28
年
度
当
初
予
算
査
定

2
月
5
日
㈮

　

平
成
28
年
度
当
初
予
算
査
定

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
幹
部
と
の
懇

談
2
月
7
日
㈰

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
オ
ー
ナ
ー
と

の
懇
談

2
月
8
日
㈪

　

定
例
課
長
会

　

定
例
記
者
会
見

　

�

高
知
県
中
小
企
業
家
同
友
会
安
芸
支

部
と
の
懇
談

2
月
9
日
㈫

　

第
1
回
市
議
会
臨
時
議
会

　

�

安
芸
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
出
席

2
月
10
日
㈬

　

�

四
国
地
方
公
共
工
事
品
質
確
保
推
進

協
議
会
に
出
席
（
高
松
市
）

　

�

四
国
防
災
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席

（
高
松
市
）

2
月
14
日
㈰

　

職
員
採
用
試
験

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
社
長
と
の
懇

談
2
月
15
日
㈪

　

実
施
計
画
査
定

2
月
16
日
㈫

　

県
市
町
村
振
興
課
と
の
協
議

　

�
県
地
域
移
住
サ
ポ
ー
タ
ー
辞
令
交
付

式
に
出
席

2
月
17
日
㈬

　
（
在
庁
）

2
月
18
日
㈭

　

�

Ｊ
Ａ
全
農
こ
う
ち
本
部
長
ほ
か
と
の

協
議

　

�

部
落
解
放
同
盟
高
知
県
連
合
会
と
の

懇
談

　

県
農
業
振
興
部
と
の
協
議

　

�

県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
総
会

に
出
席
（
高
知
市
）

2
月
19
日
㈮

　

�

女
子
プ
ロ
ゴ
ル
フ
（
プ
ロ
ギ
ア
レ

デ
ィ
ス
）
関
係
者
と
の
懇
談

　

�

市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
か
ら

答
申
を
受
け
る

　

�

高
知
県
防
犯
協
会
理
事
会
に
出
席

（
高
知
市
）

　

�

安
芸
市
民
賞
・
特
別
功
労
賞
受
賞
祝

賀
会
に
出
席

2
月
22
日
㈪

　

3
月
補
正
査
定

2
月
23
日
㈫

　

市
観
光
協
会
総
会
に
出
席

2
月
24
日
㈬

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
春
季
キ
ャ
ン
プ
打

上
に
出
席

　

�

全
国
ほ
ん
も
の
体
験
フ
ォ
ー
ラ
ム
実

行
委
員
会
に
出
席
（
高
知
市
）

2
月
25
日
㈭

　

市
監
査
委
員
と
の
協
議

　

日
本
郵
政
物
流･

施
設
部
と
の
懇
談

　

�

安
芸
広
域
事
務
組
合
議
会
定
例
会
に

出
席
（
芸
西
村
）

　

�

東
部
地
域
博
覧
会
推
進
協
議
会
総
会

に
出
席
（
芸
西
村
）

2
月
26
日
㈮

　

�

三
菱
重
工
広
島
硬
式
野
球
部
キ
ャ
ン

プ
歓
迎
セ
レ
モ
ニ
ー

2
月
27
日
㈯

　

�

香
南
市
制
施
行
・
合
併
10
周
年
記
念

式
典
に
出
席
（
香
南
市
）

2
月
29
日
㈪

　

平
成
28
年
度
当
初
予
算
記
者
発
表

一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

採取試験日
ＰＨ ＳＳ ＣＯＤ ＢＯＤ 大腸菌群数

mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ 個/ｍℓ
処分場独自排水目標 5.8〜8.6 20以下 20以下 10以下 3,000以下
法排水基準 5.8〜8.6 150以下 120以下 120以下 3,000以下
2月�3日 7.5 1.0未満 1.4 0.5未満 30未満

東山旧処分場放流水水質検査

採取試験日
ＰＨ ＳＳ ＣＯＤ ＢＯＤ 大腸菌群数

mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ 個/ｍℓ
処分場独自排水目標 5.8〜8.6 20以下 20以下 10以下 3,000以下
法排水基準 5.8〜8.6 150以下 120以下 120以下 3,000以下
2月10日 8.1 6.7 2.6 0.5未満 30未満
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日 曜 4月の主な行事 時　間 場　所

特別展「安芸のおひなさま」（〜4月10日） ９：００〜１７：００ 歴史民俗資料館
1 金 内原野つつじ祭り（〜4月24日）
２ 土 ちょっとおいでよ！�じゃこうち ９：００〜１6：００ 海岸線ちりめんじゃこ通り

３ 日 内原野つつじ祭り　抹茶接待（3・9・17日） １1：0０〜15：0０ 内原野公園延寿亭
10 日 内原野つつじ祭り　ちびっこ宝探し １1：００〜 内原野公園

第23回安芸市民歌・踊りチャリティ交流会 １0：００〜 市民会館
内原野つつじ祭り　はし拳大会内原野場所 １3：0０〜15：0０ 内原野公園延寿亭

17 日 内原野つつじ祭り　ライブ・カラオケコンサート １0：００〜 内原野公園
23 土 第24回手づくり登り窯フェスタ�前夜祭 １6：0０〜20：0０ 内原野陶芸館
24 日 第24回手づくり登り窯フェスタ�本祭 １0：0０〜16：0０ 内原野陶芸館

内原野つつじ祭り　そうめん流し １1：3０〜 内原野公園
内原野つつじ祭り　琴演奏会 １3：3０〜 内原野公園延寿亭
第４回ふれあい歌謡祭 １2：0０〜17：0０ 市民会館

編
集
・
発
行
：
安
芸
市
総
務
課
　
☎
0887・

34・
1111（

代
）

安
芸
市
矢
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丸
1丁
目
4-40　

　
　
35・

4445
メ
ー
ル
：
kouhou@

city.aki.kochi.jp
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http://w
w
w
.city.aki.kochi.jp
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